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            午前１０時００分 開会 

○議長（稲岡正一君） 議事に先立ちましてご報告いたします。 

 既に配付をいたしております議案について、理事者より一部差しかえの申し出がありま

したので、説明を求めたいと思います。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） おはようございます。 

 さきにお渡ししてあります書類の中で、報告第５号平成１９年度阿波市健全化判断比率

等についてですが、８月２７日に議会運営委員会が開催されました。そこで、健全化判断

比率のうち、将来負担比率を９７％としておりましたが、退職手当支給予定額に係る負担

見込み額において、９月１日県のほうから連絡がありまして、将来負担額から組合積立額

を控除の財源扱いとしますと、統一見解が出されました。そういったことで、再試算をし

てみますと、将来負担比率が「９７％」から「８９％」へと８ポイント減少することとな

りますので、本日訂正をさせていただいて、差しかえということでよろしくお願いいたし

たいと思います。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 現在の出席議員は２０名で定足数に達しており、議会は成立をい

たしました。 

 ただいまから平成２０年第３回阿波市議会定例会を開会いたします。 

 これより本日の会議を開きます。 

 日程に先立ち、諸般の報告をいたします。 

 まず、監査委員から、平成２０年５月、６月、７月の例月出納検査及び監査の結果につ

いて議長あてに報告書が提出されております。報告書を事務局に保管してありますので、

ご高覧ください。 

 次に、組合議会関係について報告いたします。 

 ７月２８日に徳島県中央広域連合定例会監査、８月１日に平成１９年度徳島県中央広域

連合決算審査、８月６日に徳島県後期高齢者医療連合会定期会に出席いたしました。７月

から８月にかけて、西条大橋架橋促進期成会並びに国道３１８号線改良促進期成会などの

諸会合にも出席をいたしました。 

 次に、本日までに受理いたしました陳情書などについては、既に配付のとおりでありま

すので、よろしくお願いをいたします。 
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 以上で議長からの報告を終わります。 

 次に、文教厚生常任委員会委員長より、閉会中の継続調査の報告を行います。 

 文教厚生常任委員会委員長阿部雅志君。 

○文教厚生常任委員長（阿部雅志君） おはようございます。 

 議長の許可をいただきましたので、文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査報告を行い

ます。 

 当委員会では、去る７月１６日高知県南国市に行政視察を教育委員会と合同で実施いた

しました。参加者は、文教厚生常任委員会委員全員と教育委員４名及び教育委員会職員２

名でございました。 

 主な目的として、学校給食への地産地消の推進、食育の推進等、学校給食のあり方につ

いての調査をいたしました。 

 南国市の学校給食改革への取り組みとして、中山間米を使用し、しゅんの食材を活用し

た献立、完全米飯給食の実施、家庭用電気炊飯器での自校炊飯等を行っていました。 

 また、教育委員会の行政方針に平成１１年度から食育を導入し、農業体験や自然に親し

むことで、食べることを通じ社会生活の基本を身につけさせ、食材の命をいただくことに

対する感謝と、それにかかわった人への感謝の気持ちを醸成し、和の食文化の継承、一人

で食べる「孤食」からみんなで食べる「共食」への改善等に取り組んでいました。 

 最近の世情では、効率や経済優先に流れる中、単なる学校給食改革だけにとどまらず、

発想の転換を図り、食育に対する理念の確率、地域農業への活性化や文化の継承まで視野

に入れたまちづくりの取り組みにたくさんの得るところがありました。阿波市の学校給食

の現状や問題について参考すべき点も多く、今後当委員会の活動に生かしていきたいと思

っております。 

 以上、文教厚生常任委員会の閉会中の継続調査報告を終わります。 

○議長（稲岡正一君） 以上で諸般の報告を終わります。 

 これより本日の日程に入ります。 

 本日の日程は、お手元に配付いたしましたとおりでございます。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（稲岡正一君） 日程第１、会議録署名者の指名を行います。 

 会議録署名者は、会議規則第８１条の規定により、１０番木村松雄君、１１番阿部雅志
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君の両名を指名いたします。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２ 会期の決定について 

○議長（稲岡正一君） 日程第２、会期の決定についてを議題といたします。 

 会期の決定については、８月２７日に議会運営委員会が開かれておりますので、結果に

ついて委員長の報告を求めます。 

 吉田議会運営委員長。 

○議会運営委員長（吉田 正君） おはようございます。 

 議長の指名がありましたので、議会運営委員会の協議結果についてご報告をいたしま

す。 

 平成２０年第３回阿波市議会定例会の運営協議のため、去る８月２７日午後２時より第

１委員会室において、委員全員出席のもと、議会運営委員会を開催いたしました。 

 まず、今期定例会の会期については、慎重に協議いたしました結果、本日から９月２４

日までの２２日間と決定いたしました。議事日程については、既に配付をしております日

程表のとおりでございます。 

 次に、代表質問、一般質問、質疑の通告書の締め切りは、あすの正午となっておりま

す。議会の円滑な運営ができますよう、議員並びに理事者の皆様方のご協力をなお一層お

願いし、委員長報告といたします。 

○議長（稲岡正一君） お諮りいたします。 

 本定例会の会期について、本日から９月２４日までの２２日間とすることにご異議ござ

いませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、会期を本日から９月２４日までの

２２日間と決定いたしました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第３ 行政報告 

○議長（稲岡正一君） 日程第３、行政報告を市長に求めます。 

 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） おはようございます。 

 ただいま議長の許可をいただきましたので、行政報告をさせていただきます。 
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 本日、平成２０年第３回阿波市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には何

かとお忙しい中ご出席をいただき、本当にありがとうございます。また、日ごろは、行政

全般にわたり格別のご支援、ご協力を賜りまして、心から厚くお礼を申し上げます。 

 さて、関係各行政機関への要望活動といたしましては、７月２４日県庁において鳴門、

小松島、吉野川、美馬市の市長とともに、また徳島市は副市長でございましたけれども、

小・中学校施設の耐震化に係る支援措置のより一層の拡充についての要望書を県知事に提

出をいたしました。これは、中国四川の大地震等を受けて成立した地震防災対策特別措置

法の改正では、倒壊等の危険性の高い構造耐震指標０．３未満の施設に対しての補助率拡

充がされましたが、本市にはこの補助拡充対象以外にも倒壊の可能性があるとされる耐震

性の低い小・中学校施設が相当数存在をするため、国、県に対し一層の財政支援拡充を求

めたものでございます。 

 なお、この件につきましては、県独自の支援策として市町村振興資金貸付金を活用した

財政支援が新たに創設されました。 

 また、７月２９日には、四国治水期成同盟連合会として、国土交通省と県選出国会議員

に対して行った要望活動に参加をさせていただきました。 

 四国の水害被害額は全国平均の約４倍となっており、本市においても台風襲来時には毎

年多くの被害が発生しております。このような中、国土保全上または国民経済上、特に重

要な水系については、国と地方の適切な役割分担のもと、災害から国民の生命・財産や社

会経済活動が確実に守られるよう国において河川の管理を行うとともに、堤防やダム等の

基幹的施設の整備を計画的に推進すること、地域住民が洪水被害に対して不安を抱いてい

る箇所の治水事業を強力に推進し、地域住民やその営みの安心・安全を一刻も早く確保す

ることなど、治水に関する件について８項目にわたり要望をいたしました。 

 次に、本定例会には、昨年６月に成立、公布された、地方公共団体の財政の健全化に関

する法律に基づき、平成１９年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率についての報告

を提出させていただいております。先ほど、総務部長より、以前に出しました資料につき

ましてその後国のほうから、この算定基準について訂正がございましたので、急遽それを

新しい法律に基づきまして訂正をしたものを差しかえて提出をいたしております。 

 まず、一般会計等に係る健全化判断比率についてですが、実質赤字比率並びに連結実質

赤字比率について、実質赤字比率の対象となる普通会計については３億７，０３７万９，

０００円の黒字、連結実質赤字比率の対象となる全会計の収支合計につきましても１２億
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５，２４３万３，０００円の黒字決算となっており、両比率とも該当なく、財政の健全性

を保っております。 

 また、実質公債費比率並びに将来負担比率につきましても、実質公債費比率は１２．

３％、将来負担比率は８９％となっており、両比率とも早期健全化基準内で運営をされて

おります。また、公営企業会計に係る資金不足比率につきましても、資金不足は生じてお

りません。 

 このように、平成１９年度におきましては、厳しい財政状況下ではありますが、行財政

改革を推進し、財政の健全化に取り組んだ結果、適正な財政運営を維持することができま

した。しかしながら、市財政を取り巻く環境がますます厳しくなる中、今後さらなる経費

の削減と財源の確保を図り、効率的で持続可能な財政運営を確立するため、歳入歳出改革

を引き続き推進してまいりたいと考えておりますので、議員各位のご理解とご協力をお願

い申し上げます。 

 次に、市では、新たな自主財源の確保を図るため、市が所有する広告媒体への有料広告

の掲載やふるさと納税制度の活用についての取り組みを推進しております。 

 有料広告については、本年３月より「広報阿波」やホームページへの掲載申し込み受け

付けを開始し、４月からはケーブルネットワーク施設での広告放送を受け付けておりま

す。現在、「広報阿波」については７件、ホームページについては４件、広告放送につい

ては２件の申し込みがあり、総額で１３３万円の収入が見込まれております。 

 また、ふるさと納税につきましても、市のホームページ内に専用サイトを開設するなど

情報発信に努めており、現在３件の寄附がございました。ふるさとに貢献したい、ふるさ

とを応援したいという納税者の思いを生かすことができるよう有効活用に努めてまいりた

いと考えております。 

 次に、消防設備の整備につきましては、本市では消防力の強化を図るため、老朽化した

消防車両の購入を昨年度より計画的に実施をしています。今年度は、消防ポンプ自動車１

台と小型動力ポンプつき積載車３台の購入について９月５日に入札を予定しています。こ

の件につきましては、契約締結に当たり動産の取得についての議決を必要としますので、

９月１０日の本会議に追加議案として提出させていただきますので、よろしくお願い申し

上げます。 

 また、本市内におきまして、交通安全子供自転車全国大会におきまして、林小学校は本

年度全国最優秀ということで第１位を獲得いたしました。これは、本県徳島県にとりまし
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て三庄小学校に続きまして１０年ぶりの快挙ということになっております。 

 また、市場中学校の森下麻衣選手は、４４キロ級で全国制覇をいたしました。柔道で全

国制覇をした森下さんの快挙を皆様に報告を申しておきたいと思います。 

 また、同じときに行われました男子の部で、阿波中学校２年生の大島優磨君は、優勝は

できなかったけれども、全国第２位という立派な成績をおさめることができました。大島

君は、走り込みを続けて、来年こそは優勝ができるように頑張るという強い決意を先日も

市役所に報告においでたときにされました。私は、本当に心から感動をいたしました。 

 また、林小学校が徳島県の代表としてホームページ大賞を受賞いたしました。これは、

毎日のきめ細かな更新などが評価されまして、２年連続の代表選出となったわけでござい

ます。 

 このように、阿波市内では、小・中学校の子供さん、それぞれの分野で活動してくださ

いまして、阿波市の名前を全国にいろいろと発表していただきまして、大変うれしく思っ

てます。これからも子供たちの夢が大きく実りますように、本市といたしましても教育は

もちろんでございますが、学校全体につきまして特別の配慮をして、後援をしていきたい

というふうに考えております。 

 以上をもちまして、ご報告案件を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第 ４ 報告第 ４号 平成１９年度阿波市一般会計継続費精算報告書について 

  日程第 ５ 報告第 ５号 平成１９年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率に 

               ついて 

  日程第 ６ 議案第５７号 平成１９年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定について 

  日程第 ７ 議案第５８号 平成１９年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算 

               認定について 

  日程第 ８ 議案第５９号 平成１９年度阿波市老人保健特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

  日程第 ９ 議案第６０号 平成１９年度阿波市介護保険特別会計歳入歳出決算認定 

               について 

  日程第１０ 議案第６１号 平成１９年度阿波市伊沢谷簡易水道事業特別会計歳入歳 

               出決算認定について 

  日程第１１ 議案第６２号 平成１９年度阿波市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳 
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               入歳出決算認定について 

  日程第１２ 議案第６３号 平成１９年度阿波市農業集落排水事業特別会計歳入歳出 

               決算認定について 

  日程第１３ 議案第６４号 平成１９年度阿波市特定環境保全公共下水道事業特別会 

               計歳入歳出決算認定について 

  日程第１４ 議案第６５号 平成１９年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認 

               定について 

  日程第１５ 議案第６６号 平成１９年度阿波市水道事業会計決算認定について 

  日程第１６ 議案第６７号 平成２０年度阿波市一般会計補正予算（第２号）につい 

               て 

  日程第１７ 議案第６８号 平成２０年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第 

               ２号）について 

  日程第１８ 議案第６９号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例 

               の整理に関する条例の制定について 

  日程第１９ 議案第７０号 阿波市市庁舎建設基金条例の制定について 

  日程第２０ 議案第７１号 阿波市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例の一部 

               改正について 

  日程第２１ 議案第７２号 あさんライブミュージアム周遊バス運行管理協議会の廃 

               止について 

  日程第２２ 議案第７３号 中央広域環境施設組合の共同処理する事務の変更及び中 

               央広域環境施設組合規約の変更について 

  日程第２３ 諮問第 ２号 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

○議長（稲岡正一君） 次に、日程第４、報告書４号平成１９年度阿波市一般会計継続費

精算報告書についてから日程第２３、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求める

ことについてに至る計２０件を一括して議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 小笠原市長。 

○市長（小笠原 幸君） 議長の許可をいただきましたので、本日提案いたしております

議案について、提案理由の説明を申し上げます。 

 提案いたしております議案は、報告案件２件、決算認定１０件、平成２０年度補正予算
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案件２件、条例案件３件、その他案件２件、人事案件１件の計２０件でございます。 

 まず、報告第４号は、平成１９年度阿波市一般会計継続費精算報告書については、地方

自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告するものでございます。 

 また、報告第５号は、平成１９年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率について

は、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定に

より報告するものでございます。 

次に、議案第５７号平成１９年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてから議案第６

５号平成１９年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの９件の決算

認定については、平成２０年８月６日、７日の両日に監査委員の決算審査に付しましたの

で、地方自治法第２３３条第３項の規定によりまして議会の認定をお願いするものでござ

います。 

 また、議案第６６号は、平成１９年度阿波市水道事業会計決算認定につきましても８月

６日に監査委員の決算審査に付しましたので、地方公営企業法第３０条第４項の規定によ

り議会の認定をお願いするものでございます。 

 議案第６７号は、平成２０年度阿波市一般会計補正予算（第２号）でございますが、既

定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億５，７００万円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ１７０億７，５００万円とするものでございます。 

 議案第６８号は、平成２０年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）でござ

いますが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，９９７万７，０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億５，０４６万５，０００円とす

るものでございます。 

 また、議案第６９号は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

に関する条例の制定については、地方自治法の一部を改正する法律が施行され、議会議員

の報酬の名称が議員報酬とされましたことに伴い、関係条例中の字句の改正を行うもので

ございます。 

 議案第７０号でございますが、阿波市市庁舎建設基金条例の制定については、新庁舎建

設事業を円滑に進めていくため、庁舎建設に資するための資金を積み立てることを目的と

して市庁舎建設基金条例を制定するものでございます。 

 また、議案第７１号は、阿波市児童厚生施設の設置及び管理に関する条例の一部改正に

ついては、指定管理者制度の導入に備えて、条例の一部改正をお願いするものでございま
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す。 

 議案第７２号は、あさんライブミュージアム周遊バス運行管理協議会の廃止について、

利用者の減少や車両の老朽化等により協議会を維持管理していくのが困難な状況となった

ため、本協議会を廃止することについて議会の議決をお願いするものでございます。 

 次に、議案第７３号は、中央広域環境施設組合の共同処理する事務の変更及び中央広域

環境施設組合規約の変更については、一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事務を各市町

において処理することとするため、中央広域環境施設組合の共同処理する事務を変更し、

組合規約を改正することに議会の議決をお願いするものでございます。 

 次に、諮問第２号人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましては、９月２

４日の本会議に提案をさせていただきますので、よろしくお願い申します。 

 以上、議案について提案理由の説明を申し上げましたけれども、議案内容の詳細につき

ましては収入役及び担当部長より詳しく説明を申し上げますので、十分ご審議の上、ご議

決くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由の説明を終わらせていただきま

す。 

○議長（稲岡正一君） 市長の提案理由の説明が終わりました。 

 次に、提出されております各議案について補足説明を求めます。 

 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） それでは、私のほうから、報告第４号、報告第５号について

補足説明をさせていただきます。 

 初めに、報告第４号ですが、平成１９年度阿波市一般会計継続費精算報告書についてで

ございますが、平成１９年度に終了しました継続費につきまして精算報告書を調製しまし

たので、地方自治法施行令第１４５条第２項の規定により報告をするものであります。 

 内容としましては、ケーブルテレビ整備事業であります。この事業については、平成１

７年度から平成１９年度までの３カ年度で全体計画事業費は４２億７７４万円でありまし

たところ、総事業費約４２億６８万３，１５３円で完了をいたしましたので、報告するも

のであります。 

 続いて、報告第５号ですが、平成１９年度阿波市健全化判断比率及び資金不足比率につ

いてでございますが、地方公共団体の財政の健全化に関する法律が平成１９年６月に成立

をされたことに伴い、今申し上げましたことにつきまして監査委員の審査に付し、同委員

の意見をつけて報告するものであります。 
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 まず、一般会計等。一般会計等と申しますのは、この中に住宅新築資金等貸付事業の特

別会計を含んでおります。これに係る４つの健全化判断比率についてでございますが、ま

ず１つ目の実質赤字比率につきましては、一般会計等は３億７，０３７万９，０００円の

黒字決算でありました。実質赤字額の標準財政規模に対する比率である実質赤字比率の数

値はありませんでした。 

 ２つ目の連結実質赤字比率についてですが、対象となります全会計の収支合計は１２億

５，２４３万３，０００円の黒字決算であり、全会計を対象とした実質赤字額の標準財政

規模に対する比率である連結実質赤字比率の数値はありませんでした。 

 また、３つ目の実質公債費比率についてですが、一般会計等が負担する元利償還金及び

準元利償還金の標準財政規模に対する比率である実質公債費比率は１２．３％であり、早

期健全化基準２５％の範囲内であります。 

 また、４つ目の将来負担比率についてでございますが、一般会計等が将来負担すべき実

質的な負債の標準財政規模に対する比率である将来負担比率については８９％であり、早

期健全化基準３５０％の範囲内でありました。 

 次に、公営企業会計に係る資金不足比率についてですが、すべての公営企業で資金不足

額が生じておりませんので、資金不足比率の数値はありませんでした。 

 以上、簡単ですが、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますよう

によろしくお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） ここで、日程第５、報告第５号平成１９年度阿波市健全化判断比

率及び資金不足比率について、監査委員の報告を求めます。 

 安友監査委員。 

○代表監査委員（安友治夫君） おはようございます。 

 ただいま議長のほうからご要望いただきました件について、監査報告をしたいと思いま

す。 

 健全化に関する法案に基づく比率等につきましては、平成１９年度については、これ試

行期間なんですね、まだ。現実に行われるのは、来年度からということであります。です

から、ことしはあくまでも試行ということで、私たちも監査をさせていただきました。 

 初めてのことでもありますし、それから恐らくこの結果については、新聞などを通して

すべての市民、県民にも伝わることでありますので、試行であるとはいいながら、やはり

きちんとしたものでなければいけないというふうなことを考えまして、ことしは特別に日
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をとりまして、財政課のほうにも協力をいただいて、こういう比率とか、そうしたものの

算定の基準でありますとか基礎になる数字、そういったものをかなり詳しく丁寧にご説明

もいただきましたし、我々も見せていただきました。その結果として、これから先この基

準に沿って改善をしなければいけないというふうなことは、特に今のところはないように

思います。すべてが、いわゆる健全な財政の枠の中で運営されているということを示して

いる数字でした。 

 ただ、これから先、ことしは試行なんで、また基準的にも必ずしも今の基準がそのまま

将来にわたって続くわけでもないと思いますので、財政の健全ということを常に頭に置い

て、運営に十分配慮していかなければならないと考えております。 

 以上です。 

○議長（稲岡正一君） 以上で報告は終わりました。 

 引き続き、補足説明を求めます。 

 光永収入役。 

○収入役（光永健次君） それでは、ただいま市長からご提案を申し上げました議案のう

ち、議案第５７号平成１９年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定についてと、議案第５８

号平成１９年度阿波市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定についてから議案第６５号

平成１９年度阿波市御所財産区特別会計歳入歳出決算認定についてまでの８特別会計につ

きましては、恐れ入りますが、お手元にお配りさせていただいております、この資料によ

りまして総括的に決算の概要をご説明申し上げますので、よろしくお願いをいたします。 

 よろしゅうございますか。 

 まず最初に、平成１９年度阿波市一般会計歳入歳出決算表でございますが、歳入につき

ましては、表の一番下の欄でございますが、予算現額の計２１２億５，９５５万７，００

０円に対しまして、収入済額の計が２１２億１，９５４万６，０１６円となっておりま

す。 

 収入済額の主なものといたしましては、０１款の市税でございますが、３５億３１０万

１，３０８円でございます。率にいたしまして、全体の１６．５％となっております。 

 それから、真ん中ごろに１０款の地方交付税でございますが、７１億３，２５２万８，

０００円となっておりまして、３３．６％でございます。 

 それから、一番下の２１款の市債でございますが、４４億８，６９０万円で、率にいた

しまして２１．２％となっております。 
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 次に、右側の歳出につきまして、真ん中の欄でございますが、支出済額の計でございま

すが、２０８億１７４万２６６円となっております。 

 支出済額の主なものといたしましては、上から２行目の０２款総務費５７億５，５３０

万６，２５９円、率にいたしまして２７．７％でございます。 

 それから、０３款の民生費５０億７，８０８万８，２５４円でございまして、率にいた

しまして２４．４％でございます。 

 それから、下から３つ目の１２款公債費でございますが、２２億１，３１１万６，６５

８円でございまして、１０．６％となっております。 

 翌年度への繰越額の計でございますが、１億９，０５６万８，０００円となっておりま

す。 

 欄外に記載をいたしておりますが、歳入歳出の差し引き額は４億１，７８０万５，７５

０円で、この額から翌年度への繰り越しすべき財源５，１００万８，０００円を差し引き

いたしました実質収支額は３億６，６７９万７，７５０円の黒字となっております。 

 それから次に、平成１９年度阿波市特別会計歳入歳出決算表でございますが、国民健康

保険特別会計を初め、８つの特別会計がございます。そのトータル額で申し上げますと、

予算現額の計１２９億８，６４５万３，０００円に対しまして、収入済額の計でございま

すが１３０億３，７３４万７，２０６円となっております。それから、支出済額の計につ

きましても１２９億２，４３５万１，２２６円となっております。 

 この８特別会計のうち、国民健康保険、老人保健、介護保険の３会計で、収入済額、支

出済額とも、率にいたしまして、全体の９８％余りを占めておるところでございます。こ

の結果、歳入歳出の差し引き額は１億１，２９９万５，９８０円となっており、この額か

ら翌年度へ繰り越しすべき財源は０円でございますので、実質収支額は同額の１億１，２

９９万５，９８０円となっております。 

 なお、一番下の表につきましては、平成１９年度阿波市一般会計と特別会計の歳入歳出

決算表を合計したものでございます。 

 以上、簡単でございますが、議案第５７号から議案第６５号までの補足説明とさせてい

ただきます。ご審議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上で終わります。 

○議長（稲岡正一君） 森本水道課長。 

○水道課長（森本浩幸君） 議案第６６号平成１９年度阿波市水道事業会計決算認定につ
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いて、補足説明をいたします。 

 決算書の２ページ、３ページをお開きください。 

 収益的収入及び支出では、収入で、第１款水道事業収益の決算額が７億２，４８５万

３，６１２円、支出で、第１款水道事業費用の決算額が６億３，７１４万４，３５１円

で、差し引き８，７７０万９，２６１円の利益を上げております。 

 次に、４ページ、５ページをお願いします。 

 資本的収入及び支出では、収入で第１款資本的収入の決算額は３億６，７４５万６，９

９７円、支出で第１款資本的支出の決算額は６億６，０７２万７，２２９円となってお

り、資本的収入額が資本的支出額に不足する額２億９，３２７万２３２円については、過

年度分損益勘定留保資金７，７１８万３，１６３円、当年度分損益勘定留保資金２億９６

５万７，２２４円、当年度分消費税及び地方消費税、資本的収支調整額６４２万９，８４

５円で補てんをいたしました。 

 以上、簡単ではございますが、補足説明といたします。ご審議のほどよろしくお願い申

し上げます。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 議案第６７号平成２０年度阿波市一般会計補正予算（第２

号）について、補足説明をいたします。 

 歳入歳出予算の補正。第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４億５，

７００万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７０億７，５００万円と

するものであります。今回の補正につきましては、主な財源として地方交付税、県支出

金、１９年度からの繰越金、市債を主な財源としております。 

 歳出では、県営土地改良事業の負担金、吉野川北岸農業用水費の償還助成金、また道路

改良費、中央広域連合分賦金、消防ですが、それから庁舎建設基金積立金が補正の主なも

のとなっております。 

 それでは、２ページ、３ページをあけてください。 

 主なものについて説明をしていきたいと思います。 

 第１表、歳入歳出予算補正。歳入でありますが、１０款の地方交付税では、補正額が２

億４，４１３万８，０００円をお願いをいたしております。 

 続いて、１８款の繰入金ですが、基金繰入金として土地改良事業に充てます分でござい

ますが、１，３００万円繰入金をお願いしております。 
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 １９の繰越金では、前年度からの繰越金ということで、補正額が１億２，１００万円お

願いしております。 

 また、２１款の市債では、補正額が４，３６０万円となります。 

 歳入合計が、補正前の額が１６６億１，８００万円、補正額が４億５，７００万円、計

で１７０億７，５００万円となります。 

 続いて、３ページの歳出でございますが、２款の総務費では１，８８２万７，０００円

補正をお願いしております。内訳として、２項の徴税費で１，７３１万３，０００円が主

なものとなっております。 

 また、６款の農林水産業費では、補正額が１億５，７４８万９，０００円、主なものと

しましては２項の農地費で１億５，１２２万２，０００円補正をお願いいたしておりま

す。 

 続いて、８款の土木費ですが、補正額が７，６３８万１，０００円。次のページをお願

いいたします。この中で、２項の道路橋梁費で６，５６５万３，０００円、住宅費で１，

０７２万８，０００円をお願いいたしております。 

 ９款の消防費では、補正額が４，０５０万４，０００円、また１０款の教育費では、補

正額が３，５４９万４，０００円、主なものとして、１項の教育総務費で１，９４３万

５，０００円、また１３款の諸支出金では、補正額が１億６６９万９，０００円をお願い

をいたしております。 

 歳出合計が、補正前の額が１６６億１，８００万円、補正額が４億５，７００万円、計

で１７０億７，５００万円となっております。 

 また、５ページの第２表、地方債補正ですが、追加として農地債で１７０万円、同じく

農地債ですが、県営事業関連で３，２４０万円を限度として、起債の方法としては証書借

り入れ、利率は５％以内、償還の方法としては借入先の融通条件によるものであります。 

 また、２つ目の変更でありますが、臨時財政対策債５００万円を追加して、補正後では

５億７，２００万円、農地債では４５０万円を追加をして、補正後７，８７０万円となり

ます。 

 計で、補正前が６億４，１２０万円、９５０万円を追加いたしまして、６億５，０７０

万円となります。 

 続いて、事項別明細書については省略をさせていただきます。 

 １２ページ、１３ページをお願いいたします。 
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 １０款の地方交付税ですが、補正額が２億４，４１３万８，０００円、これにつきまし

ては、２０年度の交付税が決定いたしました。金額にして、６６億３，３８１万円であり

ます。今回、２億４，４１３万８，０００円を補正をお願いいたしておるところでありま

す。 

 続いて、１４ページ、１５ページをお願いします。 

 一番下にあります１８款の繰入金、１項の基金繰入金ですが、先ほど申し上げましたよ

うに、土地改良事業基金繰入金として１，３００万円をお願いいたしております。 

 続いて、１６ページ、１７ページですが、前年度からの繰越金ということで１億２，１

００万円補正をお願いいたしております。 

 それから、２１款の市債ですが、２目の総務債では、臨時財政対策債として５００万

円、農地債として３，８６０万円補正をお願いいたしております。 

 続いて、１８、１９ページをお願いします。 

 歳出でありますが、下のほうにあります２款の総務費、２目の賦課徴収費で、補正額が

１，７２０万７，０００円、これは主なものにつきましては、２００９年１０月から実施

されます公的年金特別徴収システム改修委託料として、これは２年間事業で行いますが、

１，６０５万２，０００円を今回補正でお願いをいたしております。 

 続いて、２４ページ、２５ページをお願いいたします。 

 上にあります農林水産業費ですが、５目の農業振興費で、この中で県単独地域農業振興

対策事業費として６３０万４，０００円お願いしております。これにつきましては、とく

しま強い農林水産業づくり事業補助金として、ＪＡ板野、日吉土地改良区、それからＪＡ

阿波、そういった団体に対しての補助金であります。 

 続いて、農地費ですが、１目の農地総務費で４，４１７万円、これにつきましては、県

営土地改良事業負担金が主なものとなっております。 

 それから、３目のふるさと農道緊急整備事業費として、工事請負費として５５０万円、

それから６目の吉野川北岸農業用水費の償還助成金として１億１５５万２，０００円の補

正をお願いいたしております。 

 続いて、２６ページ、２７ページですが、８款の土木費、道路維持費で１，５００万

円、これは道路の修繕費でございます。 

 それから、３目の道路新設改良費で５，０６５万３，０００円、これは道路新設改良費

として補正をお願いいたしております。 
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 続いて、２８ページ、２９ページですが、真ん中ごろにあります住宅費、１目の住宅管

理費として１，０７２万８，０００円をお願いいたしております。 

 それから、９款の消防費でありますが、負担金補助及び交付金で、主なものとしては徳

島中央広域連合の分賦金として、当初で未計上分でありましたものについて補正をお願い

しております。 

 続いて、３０、３１ページですが、１０款の教育費、２目の事務局費で１，９２６万

２，０００円、これの主なものにつきましては、工事請負費で阿波中の屋上の防水工事を

修繕をしたいということで、今回１，８２１万８，０００円、委託料を合わせて１，８９

１万２，０００円をお願いいたしておるところであります。 

 それから、３２ページ、３３ページをお願いします。 

 一番上にあります小学校費、小学校施設整備事業費で、補正額が７５１万４，０００

円、これにつきましては、土成小学校施設整備事業費として耐震診断の判定委託料として

７５１万４，０００円お願いをいたしております。 

 それから、３４、３５ページをお願いします。 

 下のほうにあります１３款の諸支出金、基金費でありますが、これの主なものにつきま

しては、３６ページ、３７ページに掲載されております市庁舎建設基金積立金として１億

円をお願いをいたしておるところであります。 

 以上、走る走るの説明でありますが、どうかご審議の上、ご承認賜りますようにお願い

いたします。 

○議長（稲岡正一君） 吉岡市民部長。 

○市民部長（吉岡聖司君） 議案第６８号平成２０年度阿波市国民健康保険特別会計補正

予算（第２号）について、補足説明をさせていただきます。 

 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億２，９９７万７，０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４５億５，０４６万５，０００円と定めるも

のでございます。 

 この補正予算の主なものにつきましては、平成１９年度の退職者等療養費の確定に伴い

まして、追加交付金及び退職被保険者関係の給付費の補正でございます。 

 退職被保険者につきましては、本年度から制度改正に伴いまして、６５歳から７４歳ま

での退職被保険者が一般被保険者に変更になりますので、本年度は医療給付費を退職被保

険者数にあわせて減額をしておりましたが、当初見積もったほど給付費が減額にならなか
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ったため、本補正予算で給付費に不足が生じるため、補正予算をお願いするものでござい

ます。 

 ２ページ、３ページをお開きをいただきたいと思います。 

 歳入歳出予算の補正の歳入予算の主なものにつきましてご説明をさせていただきたいと

思います。 

 ４款の療養給付費交付金で９，８９０万円の補正をお願いをいたしております。 

 次に、９款の繰入金、これは法定繰入金でございます８３万２，０００円、それから１

０款の繰越金として、これは前年度からの繰越金として２，９８９万８，０００円、補正

額計で１億２，９９７万７，０００円を追加をいたしまして、歳入合計で４５億５，０４

６万５，０００円と定めるものでございます。 

 次に、３ページでございますが、歳出予算の主なものにつきましてご説明をさせていた

だきます。 

 １款の総務費、１項で総務管理費でございますが８３万２，０００円、これにつきまし

ては、平成２１年度、来年の４月から国保の被保険者証のカード化することに伴いまし

て、カードの印刷代金、それからシステムの変更委託費の補正でございます。 

 次に、２款の保険給付費でございますが、療養諸費といたしまして、退職被保険者等の

療養給付費の不足額で９，３２０万円、それから高額療養費、これは退職被保険者等の高

額療養費でございますが、これの不足額で１，６００万円、計で１億９２０万円の補正を

お願いしております。 

 それから、１１款の諸支出金でございますが、これにつきましては、平成１９年度分の

退職者医療給付費交付金の実績に伴いまして返還が伴いますので、その返還金といたしま

して１，９５８万８，０００円でございます。 

 補正額の計で１億２，９９７万７，０００円追加をいたしまして、歳出合計を４５億

５，０４６万５，０００円と定めるものでございます。 

 なお、詳しい内容につきましては、１０ページ以降をごらんになっていただきたいと、

そのように考えております。 

 以上で平成２０年度阿波市国民健康保険特別会計補正予算（第２号）の概要説明を終わ

らさせていただきます。ご審議の上、ご承認賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 議案第６９号と議案第７０号について補足説明をさせていた
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だきます。 

 議案第６９号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定について。平成２０年６月１８日に地方自治法の一部を改正する法律が公布さ

れ、議会議員の報酬の名称が「議員報酬」とされたことに伴い、関係いたします阿波市の

２つの条例中の字句の改正を一括して行うものであります。関係する条例につきまして

は、阿波市議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例と阿波市特別職報酬等審

議会条例の一部の字句を改正するものであります。 

 続いて、議案第７０号阿波市市庁舎建設基金条例の制定についてですが、新庁舎建設事

業を円滑に進めていくため、庁舎建設に資するための資金を積み立てることを目的とし

て、阿波市市庁舎建設基金を創設するものです。毎年度１億円を目標に積み立てていきた

いと、そのように考えております。 

 以上、簡単ですが、説明といたします。 

○議長（稲岡正一君） 秋山健康福祉部長。 

○健康福祉部長（秋山一幸君） 議案第７１号阿波市児童厚生施設の設置及び管理に関す

る条例の一部改正につきまして、補足説明させていただきます。 

 今回の改正する理由でございますが、今市場地区に児童館、児童センター３館ございま

すが、その管理に関する改正でございます。 

 主な改正につきましては、１点目は「児童館」を「児童センター」に名称を変更すると

いうことでございます。 

 ２点目が、それぞれの３施設に「阿波市立」という市立の設立という字句を入れさせて

いただきたいと思います。 

 また、６条から９条につきましては、指定管理者制度導入に向けての条文の追加事項で

ございます。 

 附則といたしまして、公布の日から施行させていただきたいと思っております。 

 以上、簡単でございますが、ご審議の上、ご承認よろしくお願いいたします。 

○議長（稲岡正一君） 岩脇産業建設部長。 

○産業建設部長（岩脇正治君） 議案第７２号あさんライブミュージアム周遊バス運行管

理協議会の廃止について、補足説明をさせていただきます。 

 あさんライブミュージアムは、平成２年に策定された３０００日の徳島戦略の自然を生

かしたふれあいの里整備事業の一環として、各町の振興計画に位置づけをした事業でござ
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いました。平成６年には、あさんライブミュージアム運営協議会を設立し、地域の産業や

観光、歴史、文化遺産等を収集、整理し、彩（いろどり）、技（わざ）、餐（もてなし）

をテーマに官民連携で、あさんライブミュージアムづくりを実施しておりました。このよ

うな中、平成１２年度に開催したあすたむらんど徳島への来園者をあさんライブミュージ

アムのテーマセンター等への誘導する手段として平成１３年度に本協議会が設立され、現

在に至るまで地域産業や観光の活性化のため積極的に周遊バスを運行してまいりました。

しかしながら、運行開始からことしで８年目になりますが、利用者は年々減少傾向になっ

ておりました。対策といたしまして、ＰＲ活動や運行ルートの変更等を試みましたが、減

少を食いとめることができませんでした。また、車両の修繕や原油の高騰等により維持管

理していくことが困難な状況になることが予想されます。運行費用として、毎年１８０万

円の負担を要していることから、各市町の財政状況等を考慮すると、今が運行の限界であ

ると思われることから、先般８月８日あさんライブミュージアム運行管理協議会理事会が

開催され、協議会の解散が決議されております。 

 以上のことから、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の６の規定によ

り、平成２１年３月３１日をもってあさんライブミュージアム周遊バス運行管理協議会を

廃止するものです。平成２０年９月３日、阿波市長小笠原幸。 

 以上、補足説明とさせていただきます。ご審議の上、ご承認いただきますようお願いし

ます。 

○議長（稲岡正一君） 八坂総務部長。 

○総務部長（八坂和男君） 議案第７３号について補足説明をいたします。 

 中央広域環境施設組合の共同処理する事務の変更及び中央広域環境施設組合規約の変更

についてですが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条第１項に規定する一般廃棄物

収集運搬業の許可に関する事務につきましては、中央広域環境施設組合設立当初から加入

していました７町村、上板町、吉野町、土成町、市場町、阿波町、川島町、美郷村の区域

は、中央広域環境施設組合において処理し、平成１２年から加入しました３町、板野町、

鴨島町、山川町の区域は、各市町において処理をしておりました。市町村合併により、中

央広域環境施設組合を構成していた１０町村が、２市２町、吉野川市、阿波市、板野町、

上板町となったこともあり、今後は一般廃棄物収集運搬業の許可に関する事務を各市町に

おいて処理することに統一するため、中央広域環境施設組合の共同処理する事務を変更

し、中央広域環境施設組合規約を変更することについて、地方自治法第２９０条の規定に
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より議会の議決を求めるものです。 

 以上です。よろしくお願いします。 

○議長（稲岡正一君） 説明が終わりました。 

 ここで、日程第６、議案第５７号平成１９年度阿波市一般会計歳入歳出決算認定につい

てから日程第１５、議案第６６号平成１９年度阿波市水道事業会計決算認定についてまで

の１０件について、監査委員の報告を求めます。 

 安友監査委員。 

○代表監査委員（安友治夫君） 議案書の中にある、平成１９年度阿波市一般会計・特別

会計決算審査意見書及び水道会計の決算審査意見書は、資料として非常に膨大なものであ

りますので、今ここでそれを読み上げるわけにいきませんので、ごらんいただけたらと思

っております。したがいまして、ここでは監査の概況についてのみお話しさせていただき

たいと思います。 

 私たち監査委員は、私と、それから税務関係に堪能な上原監査委員と、それから議員の

三木監査委員と３名で協力しまして、市民の期待に背かないような財政運営が行われてい

るかどうかということを、より正確で質の高い監査をするということを目標にやっており

ます、中心になりますのは例月の監査、それから決算監査でありますが。 

 概況を申し上げますと、一般会計、特別会計、水道会計においても、すべて書類は非常

に正確にできておりますし、内容においても余り問題はないというふうに考えておりま

す。ただ、二、三、意見を申し上げさせていただきますと、収入の面でとか支出の面での

水漏れといいましょうか、ロスです。集めなければいけない税金が全部書いてないとか、

それからその他料金などの収集です。そういったものがある程度あります。この比率は、

余り年々変わっていないように思います。そういうところは、これからの問題として、さ

らに質を上げていってほしいなというふうに思っております。 

 大きな支出面での、市民がこんなことに金使うていいのかというふうな問題になるよう

な支出は余り見当たっておりません。 

 水道におきましては、今まで課題になっておりました石綿管の問題も解決しましたし、

それから４町間の料金の均等化というようなものもできましたし、収入面でも安定してい

ると思います。水道の場合は、ライフラインでありますから、もし災害があったような場

合に対応といったものも、やはり本気で考えておく必要があるのではないかというふうに

思っております。 
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 一般会計、特別会計のほうですけれども、非常に切り詰めた財政状況の中で努力されて

いることはうかがえます。ただ、やはりその中で、阿波市としての独自性といいましょう

か、個性といいましょうか、こういったところで金を使っているんだというふうなものが

出せたら、市民としてもありがたいと思うのではないかというふうに考えられます。 

 以上、簡単ですけれども、報告にかえさせていただきます。 

○議長（稲岡正一君） 以上で報告は終わりました。 

 ただいま議題となっております議案中、議案第５７号平成１９年度阿波市一般会計歳入

歳出決算認定については、９人の委員をもって構成する決算審査特別委員会を設置し、こ

れに付託の上、審査することにいたしたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、議案第５７号は、９人の委員をも

って構成する決算審査特別委員会を設置し、これに付託した上、審査することに決定いた

しました。 

 お諮りいたします。 

 ただいま設置されました決算審査特別委員会の委員の選任については、委員会条例第８

条の規定により、議長により指名いたします。 

 委員に、吉川精二君、岩本雅雄君、吉田正君、木村松雄君、森本節弘君、松永渉君、正

木文男君、笠井高章君、香西和好君、以上９名を指名いたしたいと思います。これにご異

議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました９人の

諸君を決算審査特別委員に選任することに決定いたしました。 

 選任された委員におかれましては、本日委員会を開催の上、正副委員長を決定していた

だきますようお願いを申し上げます。 

 暫時休憩いたします。 

            午前１１時１４分 休憩 

            午前１１時３０分 再開 

○議長（稲岡正一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 先ほど設置されました決算審査特別委員会の委員長に吉川精二君、副委員長に香西和好

君が選任されましたので、ご報告をいたします。 
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 次に、ただいま議題となっております議案中、議案第６９号地方自治法の一部を改正す

る法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定についてを審議いたします。 

 これより質疑に入りますが、通告がありませんので、質疑なしと認め、質疑を終結いた

したいと思います。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題になっております議案第６９号については、会議規則第３７条第２項の規

定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、議案第６９号については委員会の

付託を省略することに決定いたします。 

 これより討論に入ります。 

 討論ございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 討論なしと認め、討論を終結し、直ちに採決いたします。 

 議案第６９号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条

例の制定についてを原案のとおり決定することにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、議案第６９号は原案のとおり可決

されました。 

            ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第２４ 発議第５号 阿波市議会会議規則の一部を改正する規則について 

○議長（稲岡正一君） 次に、日程第２４、発議第５号阿波市議会会議規則の一部を改正

する規則についてを議題といたします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 ８番吉田正君。 

○８番（吉田 正君） 議長の許可をいただきましたので、発議第５号の阿波市議会の規

則の一部を改正する規則について提案説明をさせていただきます。 

 今回の改正は、地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う改正であります。 

 提出者は、議運の委員長の私になっております。 

 賛成議員は、議運の出口治男、それから吉川精二、木村松雄、篠原啓治、岩本雅雄、江
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澤信明、阿部雅志で、議運の委員になっていただいております。 

 この改正内容につきましては、先般の第６９国会において地方自治法の一部を改正する

法律が６月１１日に成立し、６月１８日に公布されました。今回の改正中、普通地方公共

団体の議会の実態を踏まえ、議会活動の範囲を明確化する等のため、議案の審査または議

会の運営に関し協議または調整を行う場を設けることが地方自治法第１００条第１２項に

おいて規定されます。これにより、従来の地方自治法第１００条第１２項、議員派遣に関

する事項が地方自治法第１００条第１３項に繰り下げられたためでございます。阿波市議

会会議規則１５９条第１項中、「法第１００条第１２項」を「法第１００条第１３項」に

改めるものであります。 

 附則として、この規則は公布の日から施行するものとする。 

 以上で発議第５号の趣旨説明を終わります。 

○議長（稲岡正一君） 以上で説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 

 質疑はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 質疑なしと認め、これで質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。 

 ただいま議題となっております発議第５号については、会議規則第３７条第２項の規定

により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、発議第５号については委員会の付

託を省略をすることに決定いたしました。 

 これより討論に入ります。 

 討論はございませんか。 

            〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 討論なしと認め、討論を終結し、直ちに採決いたします。 

 発議第５号阿波市議会会議規則の一部を改正する規則についてを原案のとおり決定する

ことにご異議ございませんか。 

            〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（稲岡正一君） 異議なしと認めます。よって、発議第５号は原案のとおり可決さ
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れました。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 次回の日程をご報告します。 

 次回は、１０日午前１０時より代表質問、一般質問であります。 

 本日はこれをもって散会といたします。 

            午前１１時３５分 散会 
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